
業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別
表第２の
該当事

項・業務

保存期間
終了時の

措置

1 文書の管理に関する
事項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿その他の業
務に常時利用するものとして継続的
に保存すべき行政文書（三十の項）

・標準文書保存期間基準（保存期間
表）

文書管理 文書管理 保存期間表 常用 2(1)①22 廃棄

観察指導対象者異動関係綴 〇年　観察指導対象異動関係 ５年
○年　観察指導対象解除協議関係 ５年※ただし、解除まで

常用（特定日以降５年）

○年　麻薬中毒者処理 ５年※ただし、解除まで
常用（特定日以降５年）

麻薬中毒者届出・通報状況表 ○年　麻薬中毒者届出・通報状況表 ５年
観察指導及び観察指導解除状況表 ○年　観察指導・解除状況表 ５年
麻薬中毒者実態調査 ○年　麻薬中毒者実態調査 ５年
麻薬中毒者に対する観察指導 観察指導対象者（広島） 常用⇒５年※ただし、

解除まで常用（特定日
以降５年）

(2)立入検査業務に関する統
計及び調査の調整並びに統
計資料の整理及び総合的な
解析に関すること

①　立入検査業務に関する統計及び

調査の調整並びに統計資料の整理及
び総合的な解析の基礎となった基本
方針

②　立入検査業務に関する統計及び

調査の調整並びに統計資料の整理及
び総合的な解析に関する文書

・立入検査状況表 監視・指導 立入検査状況表 ○年　立入検査状況表 ５年 － 廃棄

麻薬・覚醒剤犯罪検挙状況表 〇年度　麻薬・覚醒剤犯罪検挙状況表
薬物相談受理状況表 〇年度　薬物相談受理状況
不正価格 〇年度　不正価格
覚醒剤使用者実態 〇年度　覚醒剤使用者実態
捜査担当官会議・関連会議 ○年度　捜査担当官会議・関連会議 ５年
薬物中毒者対策関係機関連絡会議 ○年度　中国四国地区薬物中毒者対策連絡会 ５年
鳥取県薬物乱用防止推進本部会議 ○年度　鳥取県薬物乱用防止推進本部会議 ５年
薬物乱用防止推進本部会議 ○年度　薬物乱用防止推進本部会議 ５年

島根県薬物乱用防止推進本部会議 ○年度　島根県薬物乱用防止推進本部会議 ５年
岡山県薬物乱用防止推進本部会議 ○年度　岡山県薬物乱用防止推進本部会議 ５年
広島県薬物乱用防止推進本部会議 ○年度　　広島県薬物乱用対策推進本部会議 ５年

山口県薬物乱用防止推進本部会議 ○年度　山口県薬物乱用防止推進本部会議 ５年
広島地区取締機関連絡会（二水会） 〇年度　二水会 ５年
薬物相談事業推進連絡会議 薬物相談事業推進連絡会議（○年度） ５年

立入検査結果報告書 ○年　立入検査結果報告
麻薬等事故 ○年　麻薬等事故
危険ドラッグ関係 〇年度　危険ドラッグ販売店舗実態調査・立

入・検査命令等

上記各号に該当しない事項
統計調査に関する事
項

(1)薬物中毒対策業務に関す
る統計及び調査の調整並び
に統計資料の整理及び総合
的な解析に関すること

①　薬物中毒対策業務に関する統計
及び調査の調整並びに統計資料の整
理及び総合的な解析の基礎となった
基本方針
②　薬物中毒対策業務に関する統計
及び調査の調整並びに統計資料の整
理及び総合的な解析に関する文書

・麻薬中毒者診断届通報状況表
・観察指導及び観察指導解除状況表
・麻薬中毒者実態調査票

中毒

中国四国厚生局麻薬取締部捜査課    標準文書保存期間基準
平成30年4月1日

から適用
令和8年3月30日改正

文書管理者：捜査課長

事　項

その他の事項

麻薬中毒者処理 － 廃棄

統計調査に関する事
項

（3）統計調査に関する重要
な経
緯

統計の実施に関する経緯が記録さ
れた文書

・実施案
・事務処理基準

統計 ５年 － 廃棄

3 所管する業務に係る
関係機関等との会議
及び連絡調整に関す
る事項

会議の開催及び連絡調整に
関する重要な経緯

会議及び連絡調整等に関する重要な
資料

・薬物中毒対策関係機関連絡会議 会議 － 廃棄

2

５年 － 廃棄

※　国家公務員共済組合法に定める各帳簿等については、国の行政文書に該当しない。したがって、標準文書保存期間基準に定めることを要しない。

4 その他所管する業務
に係る調査等に関す
る事項

その他所管する業務に係る
調査等に関すること

所管する業務に係る調査等に関する
文書

・実施案
・事務処理基準

監視・指導


